
マージン率に係る情報提供

2024年6月19日更新

労働者派遣法第23条5項に基づき、下記の情報を開示します。

マージン率に係る情報提供

■対象期間：2023年1月～6月

• 派遣労働者数

• 派遣先事業所数

• 労働者派遣料金の平均額

• 派遣労働者賃金の平均額

• マージン率

• 教育訓練に関する事項
(賃金支給有・労働者費用負担無し)

53名(2024年6月時点)

44ヶ所

28,428円(1日8時間あたり)

20,456円(1日8時間あたり)

28％

各種技術研修(e-learning等)

派遣労働者賃金

72%

マージン率

28%

社会保険料

会社運営経費等

営業利益

・雇用保険
・労災保険
・健康保険
・厚生年金保険 ※会社負担分

・有給取得の会社負担費用
・旅費交通費
・通信費等諸経費
・販売管理費

マージンから
社会保険料・会社運営経費等を
差し引いた残額
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